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8 中高層指導要綱 

〇新潟県柏崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱 

平成８年３月２８日柏崎市告示第３８号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、中高層建築物の建築に伴い発生する生活環境等に関する紛争を事前に

防止し、住民の快適で安全な住環境の確保を計り、建築主と近隣関係者の相互協力に基づ

く合意形成に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 中高層建築物 第３条第１項に規定する建築物をいう。 

⑵ 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。 

⑶ 近隣関係者 中高層建築物の建築予定地の近隣住民等で、原則として次のいずれかに

該当するものをいう。 

ア 中高層建築物の敷地の境界線から当該中高層建築物の高さのおおむね２倍の範囲内

に所在する建築物の所有者（建築物がない場合は、土地の所有者及びその利用者）、当

該範囲内に居住する者及び当該範囲内に居住する者が所属している町内会の会長 

イ 中高層建築物の建築工事に伴う騒音、振動等により著しく影響を受けると予測され

る者 

ウ 中高層建築物によるテレビジョンの電波受信障害（以下「電波障害」という。）を受

けると予測される者 

⑷ 紛争 中高層建築物の建築に伴って生ずる生活環境に関する近隣関係者と建築主等と

の間の紛争をいう。 

（適用建築物） 

第３条 この要綱は、次の表の左欄に掲げる用途地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる高さを超える建築物に適用する。 
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用途地域又は区域 高さ 

第１種中高層住居専用地域 

１２.５ｍ 
第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

１５.０ｍ 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

用途地域の指定のない区域 

２ 前項の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。 

⑴ 当該建築物の地盤面から測定する。 

⑵ 当該建築物の屋上に階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する

部分がある場合において、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８

分の１以内であるときは、その部分の高さ５メートルまでは、当該建築物の高さに算入

しない。 

（建築主等の住環境保全努力） 

第４条 建築主等は、中高層建築物の設計、工事監理又は工事施工をしようとするときは、

当該中高層建築物により生ずる日照、通風及び採光の阻害、風雪害、電波障害並びに建築

工事に伴う騒音、振動等による周辺の生活環境に及ぼす影響について十分配慮し、近隣関

係者の住環境の保全に努めるものとする。 

２ 建築主等は、近隣関係者との間に中高層建築物の建築に関する紛争が生じないように努

めなければならない。 

３ 建築主等は、中高層建築物の敷地内を、植栽等により緑化するよう努めるものとする。 

第２章 建築計画の事前公開等 

（事前公開の標識の設置） 

第５条 建築主は、中高層建築物に関する確認申請書又は計画通知書を提出しようとする日

（以下「確認申請等の提出日」という。）の３０日前までに、建築計画の事前公開に関する

標識（別記第１号様式。以下「事前公開の標識」という。）を建築予定地の見やすい場所に

設置し、当該中高層建築物の建築計画について近隣関係者に事前公開するものとする。 
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２ 建築主は、事前公開の標識を工事完了届又は工事取りやめ届を提出するまで設置するも

のとする。 

３ 建築主は、事前公開の標識を設置した後、建築計画の内容に変更が生じたときは速やか

に事前公開の標識の記載を訂正するものとする。 

（計画建築物の届出） 

第６条 建築主は、事前公開の標識を設置するときは、あらかじめ標識設置予定届出書（別

記第２号様式）に次項第３号アからオまでに掲げる図書を添えて市長に一部提出するもの

とする。 

２ 建築主は、確認申請等の提出日の１０日前までに計画建築物の届出書（別記第３号様式）

に次に掲げる図書を添えて市長に２部提出するものとする。 

⑴ 誓約書（別記第４号様式） 

⑵ 説明会等の経過報告書（別記第５号様式） 

⑶ 設計図書等 

ア 付近見取図（方位、道路及び目標となる建築物を明示したもの） 

イ 配置図（建築物の位置、駐車場、駐輪場の位置及び収容台数並びに敷地内の緑化計

画を明示したもの） 

ウ 各階平面図（換気扇及び冷暖房設備等の位置を明示したもの） 

エ 立面図（２面以上） 

オ 断面図（２面以上） 

カ 日影図（縮尺６００分の１以上の図面に冬至日の午前８時から午後４時までの日影

を受ける建築物の位置を記入したもので、地盤面から４メートルの高さの位置におけ

る日影図とする。） 

⑷ 新潟県柏崎市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱（平成３年３月告示

第２９号）第７条第１項の電波障害予測区域図 

⑸ 事前公開の標識を設置したことを証する写真（遠近各１枚） 

（近隣関係者に対する事前説明） 

第７条 建築主等は、事前公開の標識を設置した後、前条第２項の計画建築物の届出書を提

出する日までに、次に掲げる事項について説明会その他の方法により近隣関係者の了解が

得られるよう努めるものとする。建築計画を変更した場合もまた同様とする。 

⑴ 中高層建築物の敷地の位置及び形態並びに敷地内の中高層建築物の位置 

⑵ 中高層建築物の用途、構造及び規模 
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⑶ 中高層建築物の工事の期間、工法及び作業方法 

⑷ 中高層建築物の工事による騒音、振動等の防止対策 

⑸ 中高層建築物によって生ずる日影、電波障害等周辺の生活環境に及ぼす影響及びその

対策 

⑹ 中高層建築物の屋根雪処理の対策 

⑺ その他近隣関係者が計画建築物の建築により、影響を受けることが予測される事項 

２ 建築主等は、近隣関係者から説明会を求められた場合は、速やかにこれに応ずるものと

する。 

３ 建築主等が説明会を開催するときは、その日時及び場所を開催日の７日以前に近隣関係

者に周知しなければならない。 

（建築計画の変更等の指導） 

第８条 市長は、計画建築物の届出書の提出があった場合、その計画の実施により近隣関係

者の生活環境に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、建築計画の変更等につ

いて建築主を指導することができるものとする。 

第３章 紛争の調整 

（紛争解決の努力） 

第９条 建築主及び近隣関係者（以下「当事者」という。）は、中高層建築物の建築に関して

紛争が生じた場合は、相互の立場を尊重し、自主的に解決するように努めなければならな

い。 

２ 市長は、建築主又は近隣関係者から紛争について相談があった場合は、当事者から事情

を聴取し、助言等を行うことにより調整に努めるものとする。 

３ 市長は、紛争の調整のため、工事着手の延期又は工事の停止等の必要がある場合には、

建築主等に対し、期間を定めて工事着手の延期又は工事の停止等を要請することができる。 

４ 市長は、第２項及び第３項について、調整が不調となった場合には、調整を打ち切るこ

とができる。 

第４章 その他 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成８年６月１日以降に建築確認申請を行う中高層建築物から適用する。 
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建築計画の事前公開に関する標識 

    

 建 築 計 画 の お 知 ら せ                               

 

建  築  計  画  の  概  要 配     置     図 

建築物の名称  

  

 

    建 築 予 定 地 

の 地 名 地 番 
 

主 要 用 途  敷 地 面 積  
                    

 

建 築 面 積  延 べ 面 積  

90
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

構 造  基 礎 工 法  

  
階数 

階数 

 階 数  高 さ  

住 戸 数 戸（うちワンルーム住戸数   戸） 

着 工 予 定  

建 築 主 
住所 

氏名又は名称 ☎ 
 

 

  

 

設 計 者 
住所 

氏名又は名称 ☎ 
  

▲ 

出入口 
 

工 事 施 工 者 
住所 

氏名又は名称 ☎  道路幅員  ｍ  

▲ 

  

  

標 識 設 置       年    月    日 
この標識は、柏崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱の規定により設置

したものです。 

連  絡  先  住    所 

氏名又は名称 

電    話 

駐 車 台 数    台 

そ の 他 

 
  
  

90センチメートル以上 
  

90センチメートル以上 
 

     
    

180センチメートル以上 
   

       

（注）植栽計画を配置図欄に明示すること。 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

 

ｍ 
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第２号様式（第６条関係） 

 

標 識 設 置 予 定 届 け 出 書 

年  月  日 

  柏崎市長     様 

（届出人）住所                       

氏名                   ◯印   

電話                       

（法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名） 

  柏崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱第６条第１項の規定に基づき、次のとおり届け

出ます。 

建築物の名称  標 識 設 置 年  月  日 

建築主の住所

氏名又は名称 
 

電話 

設計者の住所

氏名又は名称 
 

電話 

施工者の住所

氏名又は名称 
 

電話 

建築予定地の

地 名 地 番 
 

着 工 予 定 年  月  日 完 了 予 定 年  月  日 

用 途 地 域  主 要 用 途 ㎡ 

防 火 地 域  敷 地 面 積 ㎡ 

構 造  建 築 面 積 ㎡ 

高 さ ｍ 延 べ 面 積 ㎡ 

階 数 地上   階・地下   階 建 ぺ い 率 ％ 

棟 数 ・ 戸 数 
棟     戸 

（うちワンルーム   戸） 
容 積 率 ％ 

※処理欄（この欄は記入しないでください。） 受 付 
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第３号様式（第６条関係） 

 

計 画 建 築 物 の 届 出 書 

年  月  日   

  柏崎市長     様 

（届出人）住所                       

氏名                   ◯印   

電話                       

（法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名） 

  柏崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱第６条第２項の規定に基づき、次のとおり届け

出ます。 

建築物の名称  標 識 設 置 年  月  日 

建築主の住所

氏名又は名称 
 

電話 

設計者の住所

氏名又は名称 
 

電話 

施工者の住所

氏名又は名称 
 

電話 

建築予定地の

地 名 地 番 
 

着 工 予 定 年  月  日 完 了 予 定 年  月  日 

用 途 地 域  主 要 用 途 ㎡ 

防 火 地 域  敷 地 面 積 ㎡ 

構 造  建 築 面 積 ㎡ 

高 さ ｍ 延 べ 面 積 ㎡ 

階 数 地上   階・地下   階 建 ぺ い 率 ％ 

棟 数 ・ 戸 数 
棟     戸 

（うちワンルーム   戸） 
容 積 率 ％ 

※処理欄（この欄は記入しないでください。） 受 付 
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第４号様式（第６条関係） 

 

誓 約 書                

年  月  日  

 柏崎市長     様 

 

 

建 築 主  住 所 

氏 名          ㊞ 電話 

設 計 者  住 所 

氏 名          ㊞ 電話 

工事監理者  住 所 

氏 名          ㊞ 電話 

工事施工者  住 所 

氏 名          ㊞ 電話 

建 築 物 の 名 称           

 建築予定地の地名地番 

 上記により建築を予定している建築物については、柏崎市中高層建築物の建築に関する

指導要綱の規定を遵守することを誓約いたします。 
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第５号様式（第６条関係） 

 

（表） 

説 明 会 等 の 経 過 報 告 書                

年  月  日 

 柏崎市長     様 

 

建 築 主  住 所 

氏 名         ㊞ 電話 

設 計 者  住 所 

氏 名         ㊞ 電話 

工事施工者  住 所 

氏 名         ㊞ 電話 

 

建 築 物 の 名 称  

建 築 主 側 の 出 席 者 

及 び 役 職 名 

 

場 所 及 び 時 間 

（個別の場合は「自宅」等と記入） 

 

年月日 氏名 説明、質問、要望、回答等 
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（裏面） 

 

年 月 日 氏 名 説明、質問、要望、回答等 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

今後、予定する近隣関係者と

の協議事項等箇条書にしてく

ださい。） 

 

近隣関係者の代表者の確認欄 氏 名              ㊞ 

（注）１ 近隣関係者の代表者の確認印が得られない場合は、その理由書を添付すること。 

２ 出席者名簿及び住宅明細図に出席者を色別したものを添付すること。 

３ 別紙説明事項書を添付すること。 
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（別紙） 

説 明 事 項 表                

建 築 物 の 名 称  

建築予定地の地名地番  

説  明  事  項（説明欄は、○＝説明済、×＝未説明を、記載のこと。） 

項   目 説  明 項   目 説  明 

１ 建 築 主  12 建 築 面 積  

２ 設 計 者  13 延 べ 面 積  

３ 工 事 施 工 者  14 構 造  

４ 用 途 地 域  15 最 高 の 高 さ  

５ 防 火 地 域  16 最高の軒の高さ  

６ 敷 地 の 形 態  17 基礎工法の種類  

７ 建 築 物 の 敷 地  18 工事着工の予定日  

８ 敷 地 面 積  19 工事完了の予定日  

９ 階 数  20 工 事 作 業 時 間  

1 0 各階の主要用途  21 工 事 作 業 休 日  

1 1 工 事 種 別  22 日 影 の 影 響  

2 3 
電 波 障 害 の 

改 善 方 法 

（内容） 

2 4 
工事の危険防止及び 

騒音、振動の防止対策 

（内容） 

2 5 
住 環 境 保 全 に 

努 力 す る 事 項 

（内容） 

2 6 
屋 根 雪 の 処 理 

計 画 に つ い て 

（内容） 

2 7 そ の 他 
（内容） 

 


